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ペイジー口座振替
受付サービスお申込み

①カードの名義人ご本人が、窓口で
必要なもの3点を提示して下さい。

②職員が、キャッシュカードを端末
に通します。

③端末に 4桁の暗証番号を入力し
てください。

④署名をして、手続き完了です！

▼

▼

▼

※クレジットカード納付は行えません。
※法人用キャッシュカードは使用できません。

取扱税目・料金
●市・県民税（普通徴収）●固定資産税・都市計画税 ●軽自動車税
●国民健康保険料 ●介護保険料 ●後期高齢者医療保険料
●保育所保育料 ●幼稚園保育料 ●市営住宅家賃・駐車場使用料
●受託県営住宅家賃・駐車場使用料 ●下水道使用料
●集落排水施設使用料 ●浄化槽使用料

申し込み場所
●市役所本庁舎１階　国保と年金窓口・福祉総合窓口
●市役所本庁舎２階　税総合窓口・建築住宅課
●各総合支所市民福祉課

必要なもの ３点
1．口座振替を希望する
口座のキャッシュカード

２．身分証明書（運転
免許証、保険証など）

３．口座振替を希望す
る税、料金の納税（入）
通知書

市税・国民健康保険料の納付の猶予制度

1．徴収猶予

　傷病や失業、災害などの特別な事情により納期限
内に市税・国民健康保険料を一度に納付できないと
認められるとき、申請により徴収を一定期間猶予す
る制度があります。
●徴収猶予期間
　市　税：原則１年以内（最長２年）
　国保料：６か月以内

2．換価の猶予

　市税・国民健康保険料を一度に納付することによ
り事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがあ
ると認められるとき、財産の差押えや換価（売却）
を一定期間猶予する制度があります。
●申請期限
　納期限から６か月以内
●換価の猶予期間
　原則１年以内（最長２年）

3．その他

　制度の詳細については、本庁舎徴収課（ 0857-
30-8162、8163）までご相談ください。
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？よくある質問
Q�.��うっかり支払いを忘れて納期限が過ぎてしまい
ました。今持っている納付書で納められますか。

A.��納期限が過ぎても、お手持ちの納付書で市役所
本庁舎・各総合支所・金融機関窓口で納付する
ことができます。ただし、督促手数料や延滞金
が発生している場合があるのでご注意ください。

Q.��借金やローンの返済があり、市税などの支払い
が滞ってしまいました。

A.��借金やローンの返済を理由に市税などを滞納し
たままにしておくことは認められません。納付
の相談に応じますので、各担当課へ必ずご連絡
ください。
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